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物価高騰緊急支援金（事業者支援）
【問】 産業振興課　☎889-4430

学校給食費３か月分が免除されます
【問】 給食センター　☎889-3691

8月は児童扶養手当の「現況届」、特別児童扶養手当の｢所得状況届｣の提出月です
　児童扶養手当の受給者は現況届、特別児童扶養手当の受給者は所得状況届の提出が毎年必要です。
提出がなかった場合は、手当の支給が差し止めになる場合があります。
対象者には文書をお送りしていますので、必ずご確認ください。

■児童扶養手当とは→離婚等により父または母と生計を共に出来ない児童を養育する方、父又は母が
　　　　　　　　　　一定程度の障がいの状態にある児童を養育する方に支給する手当
■特別児童扶養手当→身体や精神に一定程度の障がいのある２０歳未満の児童を養育する方に支給す
　　　　　　　　　　る手当

幼児教育・保育無償化
　対象者は、事前申請により９月以降の保育料について幼保無償化の対象となります。詳しくは町の
ホームページをご確認ください。

　コロナ禍における物価高騰の影響を踏まえ、子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、
学校給食費の免除を行います。

○納付書の対象者について
上記免除期間の納付書はお支払いされないようお願いします。納付があった場合は順次還付を行います。
○口座振替の対象者について
上記免除期間の口座振替を自動停止しますので、保護者様ご自身での手続きはありません。

　新型コロナウイルス感染症及び物価高騰の影響を受ける町内事業者を支援するため、沖縄県が実施す
る「うちなー事業者応援金（物価高対策）」等の受給者や町独自の給付要件を満たす事業者に対し、１事業
者あたり 10万円の「南風原町物価高騰緊急支援金」を給付します。
※農業、漁業、飲食業の方も給付要件を満たす場合、申請することができます。

価格高騰重点支援給付金（家計急変世帯の申請受付開始）
【問】 臨時給付金担当　☎889-4411

　価格高騰重点支援給付金（非課税世帯等に 30,000 円）について、家計急変世帯の申請受付を開始しま
す。 詳細はホームページでご確認ください。

【問】 こども課  ☎889‒7028こども課からのおしらせ

①～③すべてに当てはまる方
①認可外保育施設等を利用している 0歳児～2歳児クラスの子ども
②令和５年度の住民税非課税世帯
③保護者に保育必要理由がある方
受付中～８月 31日（木）

▲対　象
　

▲受　付

▲助成額

児 童 扶 養 手 当：8月 1  日（火）～9月 15 日（金）
特別児童扶養手当：8月 10 日（木）～9月 11 日（月）
※児童扶養手当は、「現況届」と一緒に、「母子父子家庭等医療費助成の現況届」についても確認します。

▲受　付

町外認可外保育施設　利用助成金
　町外認可外保育施設に通う児童の保護者に対して、経済的負担を減らすために、保育料の一部を助成
します。詳しくは町のホームページをご確認ください。

月額  1,500円以内（4月～9月分）

▲対　象 町外の認可外保育施設に通う児童の保護者
※幼保無償化認定者、企業主導型保育施設利用者は除く

▲受　付 9月 1 日（金）～15日（金）

▲期　間　

▲申込期限　

令和 5年 12 月期 (1 月分 )～令和 6年 2月期 (3 月分 )
▲対　象　町立小学校・中学校・幼稚園の児童生徒園児
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令和 5年 12 月 15 日（金）
郵　送：
メール：
F A X：
窓　口：

〒901-1111  南風原町字兼城 686 番地  南風原町役場産業振興課物価高騰緊急支援金係
shienkin@town.haebaru.lg.jp
889-7657
役場 ４階 産業振興課　※要事前予約
9時～12時、13 時～17 時（土日祝日除く）

日　時：
場　所：
対　象：

令和 5年 8月 1日（火）～10月 31 日（火）
役場２階　臨時給付金担当
家計急変世帯


